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　 　 　 令 和 ８ 年 第 ２ 回 農 業 委 員 会 定 例 総 会 議 事 録  

  

 開 催 年 月 日  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 （ 月 ）  

  

 場 　 　 　 所  大 潟 村 役 場 二 階 『 特 別 会 議 室 』  

  

 時 　 　 　 間  午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ ２ 時 １ ０ 分  

  

 出 席 委 員  小   林   信   之 　  会 　  長   渡 　 邊 　 　 磨    職 務 代 理 者   

  北   村   雅   幸    委    員     取 　 拓   未 　  委  　 員   

     松   橋   良   子 　  委  　 員  高   木   茂   之 　  委    員

     椎   川   健   一 　  委    員  豊 　 島 　 正 　 祥 　  委    員

     工   藤     猛      委    員  佐   藤   友   能    委    員

  増 　 永     洋      委    員  

  

 欠 席 委 員 小 　 松 　 正 　 樹    委    員  佐 　 藤 　 千 　 穂    委    員    

  

 出 席 し た  澤 　 井 　 公 　 子 　  局  　 長   小 　 野 　 　 舜 　 　  主 　  事   

 事 務 局 職 員 武 　 田 　 聖 　 子    事務補助   

  

 議 事 日 程  １ .　 開 　 　 　 会   

  ２ .　 会 長 あ い さ つ   

  ３ .　 議 事 録 署 名 委 員 の 指 名 に つ い て   

  ４ .　 議 　 　 　 事   

       【 議 案 第 １ ４ 号 ・ 第 １ ５ 号 】

   　 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 使 用 貸 借 権 設 定 許 可 申 請 に

    対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

      【 議 案 第 １ ６ 号 ～ ２ ２ 号 】

   　 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 賃 貸 借 権 設 定 許 可 申 請 に 対

    し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

      【 議 案 第 ２ ３ 号 】

   　 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 案 （ 令 和 ８ 年 第 ２ 号 ） の 意 見 聴 取 に

    対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

  ５ .　閉　　　会  
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 審 議 内 容 　 只 今 か ら 、 令 和 ８ 年 第 ２ 回 大 潟 村 農 業 委 員 会 定 例 総 会 を 開 催  

    局 　 　 　 長 致 し ま す 。

   　 本 日 、 ９ 番 小 松 委 員 ・ １ ３ 番 佐 藤 千 穂 委 員 よ り 欠 席 の 届 出 が あ り

   ま し た の で 、 ご 報 告 い た し ま す 。 出 席 委 員 は １ ３ 名 中 １ １ 名 で 、 定

  足 数 に 達 し て お り ま す の で 総 会 は 成 立 し て お り ま す 。

  

   会 　 　 　 長 　 １ 月 ２ ０ 日 頃 か ら 最 強 寒 波 到 来 で 皆 さ ん 雪 か き に 大 変 だ っ た 事

   と 思 い ま す 。 今 月 は 衆 議 院 選 挙 が あ り ま す の で 立 候 補 者 が 農 政

   に つ い て ど の よ う な 考 え を 持 っ て い る の か も し っ か り 見 極 め て 投 票

    に 行 っ て ほ し い と 思 い ま す 。

    　 業 務 報 告 に 移 り た い と 思 い ま す 。

   　 １ 月 ９ 日 役 場 に 於 い て 、 大 潟 村 地 域 農 業 再 生 協 議 会 総 会 が 行

   わ れ 出 席 し て お り ま す 。 令 和 ８ 年 産 米 に お け る 「 生 産 の 目 安 」 令

    和 ８ 年 度 産 地 交 付 金 の 活 用 方 法 の 議 題 が あ り ま し た 。

  　 以 上 で す 。

  

    会 　 　 　 長 　 議 案 審 議 に 入 る 前 に 、 議 事 録 署 名 委 員 を こ ち ら よ り 指 名 さ せ て

    い た だ き ま す 。

  　 【 議 事 録 署 名 委 員 】   

 　 10番  佐 　 藤 　 友 　 能  委 員 　 11番  増 　 永 　 　 洋 　  委 員  

  

  会 　 　 　 長   議 事 日 程 に つ い て お 諮 り い た し ま す 。 議 案 第 １ ４ 号 及 び 議 案 第

  １ ５ 号 は 関 連 が ご ざ い ま す の で 一 括 上 程 し て よ ろ し い で し ょ う か 。

  

  委 員 各 位   異 議 な し 。        

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 １ ４ 号 及 び 第 １ ５ 号 「 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の

   使 用 貸 借 権 設 定 許 可 申 請 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上

  程 い た し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。
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   局 　 　 　 長 　 議 案 第 １ ４ 号 は 経 営 移 譲 年 金 受 給 の 為 の 設 定 、 議 案 第 １ ５ 号 は

    経 営 移 譲 の 為 の 設 定 で す 。

   　 （ 議 案 第 １ ４ 号 及 び 第 １ ５ 号 に つ い て 、 議 案 書 及 び 調 査 書 の 朗

    読 ）

   　 本 案 件 は 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に は 該 当 し な い た め 許 可

  要 件 の 全 て を 満 た し て い る と 考 え ま す 。   

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 １ ４ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 １ ５ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長   議 事 日 程 に つ い て お 諮 り い た し ま す 。 議 案 第 １ ６ 号 か ら 議 案 第

  ２ １ 号 は 関 連 が ご ざ い ま す の で 一 括 上 程 し て よ ろ し い で し ょ う か 。

  

  委 員 各 位   異 議 な し 。        

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 １ ６ 号 か ら 第 ２ １ 号 「 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 賃

   貸 借 権 設 定 許 可 申 請 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い

  た し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。
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    局 　 　 　 長 　 議 案 第 １ ６ 号 か ら 第 ２ １ 号 は 離 農 の 為 の 設 定 で す 。

    　 （ 議 案 第 １ ６ 号 ～ ２ １ 号 に つ い て 、 議 案 書 及 び 調 査 書 の 朗 読 ）

   　 本 案 件 は 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に は 該 当 し な い た め 許 可

  要 件 の 全 て を 満 た し て い る と 考 え ま す 。

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

 渡邊職務代理   議 案 ２ １ 号 の 借 人 の 耕 作 面 積 は こ の 後 増 え る と 言 う こ と で す か 。  

  

   局 　 　 　 長 　 集 積 等 促 進 計 画 で も 貸 借 を 申 請 し て お り ま す の で 、 そ ち ら が 認

  可 さ れ ま す と 増 え て い き ま す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

 渡邊職務代理    議 案 １ ７ 号 の 貸 人 は 申 請 し て い る 農 地 以 外 に も 2.5㏊ ほ ど の 農  

   地 が あ り ま す が 、 大 潟 村 外 の 農 地 で す か 。 申 請 事 由 は 離 農 と な っ

  て お り ま す が 残 り の 農 地 は 誰 か に 貸 す 予 定 と な っ て お り ま す か 。

  

   局 　 　 　 長 　 申 請 農 地 以 外 に も 大 潟 村 に も 農 地 は あ り ま す が 、 お 勤 め ら れ て

   お り ま し て 、 営 農 は さ れ て い な い そ う で す 。 農 地 は 貸 し て お り ま す

  が 、 契 約 は 正 式 に 交 わ し て な い と の こ と で し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 １ ６ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 １ ７ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。
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  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 １ ８ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 １ ９ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ２ ０ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ２ １ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ２ ２ 号 は 委 員 が 関 係 す る 案 件 で す の で 、 農 業 委 員 会 法

  第 ３ １ 号 の 規 定 に 基 づ き 一 時 退 室 願 い ま す 。
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  　 松 橋 委 員 　 退 席 。

  

   会 　 　 　 長 　 議 案 第 ２ ２ 号 「 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 賃 貸 借 権 設 定

   許 可 申 請 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。 事

  務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

    局 　 　 　 長 　 議 案 第 ２ ２ 号 は 法 人 へ 貸 付 の 為 の 設 定 で す 。

    　 （ 議 案 第 ２ ２ 号 に つ い て 、 議 案 書 及 び 調 査 書 の 朗 読 ）

   　 本 案 件 は 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に は 該 当 し な い た め 許 可

  要 件 の 全 て を 満 た し て い る と 考 え ま す 。

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

 増 永 委 員  　 借 人 の 労 働 力 の 状 況 は 構 成 員 数 が 労 働 力 と な っ て 表 記 さ れ る  

  の が 一 般 的 な の で す か 。

  

   局 　 　 　 長 　 農 地 法 ３ 条 許 可 申 請 書 に お い て 法 人 の 場 合 役 員 数 を 記 載 す る

   事 に な っ て お り ま す 。 そ れ を 引 用 し て 議 案 の 労 働 力 に 記 載 し て お

  り ま す 。

  

 増 永 委 員  　 申 請 時 に 法 人 の 従 業 員 数 な ど 役 員 以 外 の 労 働 力 数 は 特 に 求  

  め て い な い と い う こ と で す ね 。

  

  局 　 　 　 長 　 特 に 聞 き 取 り は し て お り ま せ ん 。

  

  　 休 　 　 憩 　 １ ： ５ １ 　 　 　 　 　 　 再 　 　 開 　 １ ： ５ ３

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

  委 員 各 位   な し 。                 

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ２ ２ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。                                              

  

  　 松 橋 委 員 　 着 席 。

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ２ ３ 号 「 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 案 （ 令 和 ８ 年 第 ２ 号

   ） の 意 見 聴 取 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。

  事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

   局 　 　 　 長 　 本 案 件 は 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 (平 成 ２ ５ 年 法

  律 第 １ ０ １ 号 ） 第 １ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 村 長 よ り 農 業 委 員  

   会 に 対 し 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 （ 案 ） の 適 否 に つ い て の 意

    見 を 求 め ら れ た も の で す 。

   　 詳 細 に つ い て は 担 当 で あ る 産 業 振 興 課 の 方 か ら 説 明 い た し ま

  す 。

  

   小 野 主 事 　 整 理 番 号 ８ － １ か ら ８ － ９ 、 ８ － 11か ら ８ － 14ま で は 、 離 農 に よ

    る 権 利 移 転 。

    　 整 理 番 号 ８ － 10は 賃 貸 借 権 設 定 。

   　 整 理 番 号 ８ － 15・ ８ － 16、 ８ － 20か ら ８ － 27ま で は 、 離 農 に よ る

    賃 貸 借 。

    　 整 理 番 号 ８ － 17は 、 耕 作 不 便 に よ る 権 利 移 転 。

    　 整 理 番 号 ８ － 18・ ８ － 19は 、 労 働 力 不 足 に よ る 賃 貸 借 権 設 定 。

    　 整 理 番 号 ８ － 28・ ８ － 29は 、 法 人 へ 移 行 に よ る 賃 貸 借 権 設 定 。

   と な り 、 出 し 手 ・ 受 け 手 ・ 地 目 ・ 面 積 ・ 期 間 等 は 、 概 要 に 記 載 の と

  お り で す 。

  

  会 　 　 　 長 　 事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。   

  

 渡邊職務代理    整 理 番 号 8-24･25は 周 辺 増 反 農 地 に し て は 賃 貸 料 金 が 高 い よ  

  う で す が 何 か 理 由 が あ る の で す か 。

  

   小 野 主 事 　 特 段 理 由 は な く 、 こ れ ま で も こ の 賃 貸 料 で 行 っ て き て い た と い う

  こ と で し た 。
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 取 委 員 　 整 理 番 号 8-17で 権 利 移 転 と あ り ま す が 、 借 人 が 変 わ る と 言 う こ  

  と で 、 所 有 者 は 別 に い る と 言 う こ と で す か 。

  

   小 野 主 事 　 そ の と お り で す 。 権 利 移 転 前 と 同 じ 単 価 で 残 り の 期 間 を 設 定 す

  る こ と と な っ て お り ま す 。

  

  　 休 　 　 憩 　 ３ ： ５ １ 　 　 　 　 　 　 再 　 　 開 　 ３ ： ５ ３

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

  委 員 各 位   な し 。                 

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ２ ３ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。                                              

  

 会 　 　 　 長 　 今 日 の 議 案 審 議 は 以 上 で す 。

  あ り が と う ご ざ い ま し た 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


